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［国際私法］ 

 

 日本に本拠を有する日本法人Ｘ会社は、Ａ国に本拠を有するＡ国法人Ｙ会社との間で売買

契約を締結した。この契約書には、Ｙの子会社Ｚ(Ｂ国法人)がＢ国にある工場で製造する家

庭用電気製品をいったんＹが購入し、それをＹからＸが購入してＸのブランドをつけて日本

において販売すること、売買代金は日本円で支払うこと等がＣ国の言語で記載されていた。

そして、この契約書には、準拠法を定めた条項は置かれていなかった。 

 後にＸ・Ｙ間において代金支払い遅延をめぐって紛争が生じたとして、これについて適用

すべき準拠法は何か。 

【５０点】 

 


